
熊本県獣医師確保修学資金貸与事業実施要領 
 
第１ 趣旨 

熊本県獣医師確保修学資金貸与事業補助金を活用し、公益社団法人熊本県畜産協会

（以下、「畜産協会」という。）が行う、獣医系大学に在籍する学生に対する修学資金

の貸与事業に関し、具体的な事業実施方法等について定める。 
 
第２ 事業実施の根拠 
本事業の実施については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４

号。以下、「規則」という。）及び熊本県獣医師確保修学資金貸与事業補助金交付要項

（平成２８年３月３１日施行。以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領

に定めるところによる。 

 

第３ 事業実施主体 

事業実施主体は、畜産協会とする。 

 

第４ 事業の内容 

１  修学資金の貸与 

畜産協会は、熊本県職員獣医師及び県内に勤務する産業動物獣医師等を確保す

るため、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定されている大学において

獣医学を専攻する学生（以下「獣医修学生」という。）で修学資金の貸与に関する

契約を締結した者（以下「借用者」という。）に対し、修学資金を貸与するものと

する。 

 

２ 就業情報の提供等 

   畜産協会は、１の事業の円滑な実施を図るため、獣医修学生、獣医系大学等関

係者等に対する事業の連絡調整及び指導並びに就業した借用者に対する就業状況

の調査を行うものとする。 

 

第５ 事業の実施方法 

１  借用者の対象者 

    事業の対象者は、次のとおりとする。 

対象事業 対象者 

①熊本県産業動物獣 

医師修学資金貸与 

事業（国庫活用事 

業） 

 

 

次のア、イ、ウ、エをすべて満たす者 

ア 国の獣医師養成確保修学資金貸与事業（平成２３年

４月１日付け農林水産省消費・安全局長通知）におい

て修学資金の貸与対象とされた者 

イ 獣医師免許取得後、産業動物獣医師及び家畜防疫員

（本県において家畜の伝染病の予防又は家畜衛生の向



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上等に関する業務に従事する獣医師。以下これらを「産

業動物獣医師等という。」）として次に掲げる県内の団

体等の診療施設に勤務するか、又は産業動物の疾病予

防、治療若しくは家畜衛生に関する業務（以下「診療

業務等」という。）に従事しようとする者 

① 熊本県農林水産部生産経営局畜産課、家畜保健衛

生所、畜産研究所、草地畜産研究所、農業大学校 

② 熊本県経済農業協同組合連合会 

③ 熊本県畜産農業協同組合連合会 

④ 熊本県酪農業協同組合連合会 

⑤ 熊本県農業共済組合 

⑥ 熊本県畜産農業協同組合 

⑦ 農業協同組合  

⑧ その他診療業務等を行う診療施設 

ウ 畜産協会から獣医師確保修学資金の貸与を受けるこ

とができる者 

エ 修学資金の貸与を受けた期間の２分の３以上の期

間、診療業務等に従事することができる者 

②熊本県獣医師確保

修学資金貸与事業

（県単事業） 

 

 

 

 

次のア、イ、ウ、エをすべて満たす者 

ア 獣医修学生である者 

イ 獣医師免許取得後、熊本県職員獣医師として熊本県

に勤務しようとする者 

ウ 畜産協会から獣医師確保修学資金の貸与を受けるこ

とができる者 

エ 修学資金の貸与を受けた期間の２分の３以上の期

間、熊本県の業務に従事することができる者 

 

２ 貸与額及び貸与期間等 

（１）貸与額 

修学資金の貸与基準額は、国公立大学に修学している者は、月額 100,000

円以内、私立大学に修学している者は、月額120,000円以内とする。 

（２）貸与期間 

      修学資金の貸与期間は、獣医師修学生と契約を締結した日の属する年度内

とする。ただし、この事業が継続する限りにおいて、借用者が獣医師国家試

験の受験資格を取得する年度内までを限度として、契約を更新することがで

きる。  

（３）貸与方法 

① 畜産協会は、修学資金の貸与を受ける者と、その者が第５の１に掲げる要 

件に該当することを確認のうえ、修学資金の貸与に関する契約を締結するも



のとする。 

② 畜産協会は、①の契約に当たり、新規に修学資金の貸与を受ける者に対し、 

次のアからエの書類の提出を求めるものとする。なお、継続で修学資金の貸

与を受ける者に対しては、次のオの書類の提出を求めるものとする。  

ア 健康診断書 

イ 戸籍謄本 

ウ 前学年末における学業成績証明書、ただし、新規の大学入学者について 

は、学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の最 

高学年の学業成績証明書 

エ 新規の大学入学者については、入学許可証の写し 

オ  現学年の在学証明書 

③ 畜産協会は、修学資金の貸与に関する契約を締結する場合には、次に掲げ 

る事項を掲載した契約書を作成するものとする。 

ア 修学資金の貸与額及びその他貸与の方法に関する事項 

イ 契約の解除及び修学資金の貸与の休止等に関する事項 

ウ 修学資金の返還及び返還の猶予に関する事項 

エ その他修学資金の貸与に関し必要と認める事項 

④ 畜産協会は、修学資金に関する契約を締結した場合には、契約書及び②の 

アからオの書類の写しを知事に提出するものとする。 

 

３ 連帯保証人 

   修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人（借用者と連帯して債務を

負担する者をいう。以下同じ。）を立てなければならない。なお、連帯保証人は２

人とし、借用者に父又は母があるときは、連帯保証人のうち１人は父又は母でな

ければならない。 

 

４ 貸与契約の変更事由 

（１）貸与契約の解除 

   畜産協会は、借用者が次の①から⑦のいずれかに該当するに至ったときは、

その契約を解除するものとする。 

① 退学したとき。 

② 獣医学を専攻しなくなったとき。 

③ 心身の故障のために修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

④ 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

⑤ 学業成績または性行が著しく不良となったと認められるとき。 

⑥ 死亡したとき。 

⑦ その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる 

とき。 

（２）貸与の休止 



    畜産協会は、借用者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又 

は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分ま 

で修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分 

として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借用者が 

復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。 

また、借用者が留年したときも同様とする。 

 

５ 修学資金の返還 

（１）畜産協会は、借用者が次に掲げるいずれかの要件に該当するときは、貸与

した修学資金を返還させるものとし、別添により算出される額の修学資金及

び加算金（以下「返還金」という。）を徴収するものとする。 

① 第５の４（１）の規定（第５の４（１）の⑥の規定による場合を除く。）に 

より、修学資金の貸与契約が解除されたとき。 

② 獣医師国家試験の受験資格を取得した日から２年以内に獣医師免許を取得 

しなかったとき。 

③ 獣医師免許取得後１年以内又は第５の８に規定する返還の猶予の限度内に 

第５の１の表右欄に掲げる機関に就業しなかったとき。（就業を希望して、当 

該機関から採用されなかった場合も含む。） 

④ 獣医師免許を取得後、第５の１の表右欄に掲げる機関に就業し、業務に従 

事した期間が修学資金貸与期間の２分の３の期間に満たなかったとき。 

（２）畜産協会は、借用者に返還請求を通知した日から６か月以内に返還金を返

還させるものとし、返還請求を通知した旨を知事に報告するものとする。た

だし、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還金を返還することが困

難であると認められるときは、３年を限度として返還金の返還を猶予するこ

とができる。 

（３）畜産協会は、借用者が返還金を返還しなければならない日まで正当な理由

がなくこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日

までの期間の日数に応じ、返還すべき金額の年１０.９５パーセントの割合で

計算した額の延滞利子を徴収するものとする。 

（４） 畜産協会は、借用者から、全部又は一部の返還金の納付があった場合には、

速やかに知事に対し、当該修学資金原資の県負担割合に応じて県に返還する

ものとする。 

（５）畜産協会は、借用者が、正当な理由がなく返還すべき金額を返還しなけれ

ばならない日までにこれを返還しなかったときは、速やかに知事に対し、返

還金を修学資金原資の県負担割合に応じて県に納付するものとする。 

 

６ 修学資金の返還の免除等 

（１）畜産協会は、借用者が第５の１の表右欄に掲げる機関に獣医師として従事

した期間が、修学資金貸与期間の２分の３の期間以上となったときは、返還



金の全部の返還を免除することができる。 

（２）畜産協会は、借用者が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、第

５の５（１）の規定にかかわらず、返還金の全部又は一部の返還を免除する

ことができる。 

① 死亡、事故又は心身の故障のため、業務に従事することができなくなった 

とき。 

② 就業予定先の産業動物診療施設等の廃止等就業予定先のやむを得ない事情 

により業務に従事することができなくなったとき。 

 

 ７ 修学資金の返還免除に係る費用の一部負担 

畜産協会は、熊本県産業動物獣医師修学資金貸与事業（国庫活用事業）により

貸し付けた借用者が第５の１の表右欄に掲げるイ②～⑧に就業した場合、借用者

が就業した診療施設等から貸与総額の４分の１の額を負担させ、借用者が就業し

た年度末までに、その額を県に一括して納付するものとする。 

 

８ 返還金の返還の猶予 

     畜産協会は、借用者が次の事由に該当するに至ったときは、第５の５の（１）

の規定にかかわらず、３年を限度として（（２）にあっては、当該事由が継続する

間）返還金の返還を猶予することができる。この場合において、猶予期間は、６

の（１）に規定する第５の１の表右欄に掲げる機関に獣医師として従事した期間

に算入しない。 

（１）就業予定先への就業直後から産業動物獣医師等としての業務に従事した後、

就業予定先の都合（人事異動を含む。）により一時的に第５の１の表右欄に掲

げる機関以外の業務に従事することになったとき。 

（２）災害、疾病その他やむを得ない理由により第５の１の表右欄に掲げる機関

で獣医師としての業務に従事できないとき 

（３）家畜衛生等に関する技術協力で海外に派遣されることとなったとき。 

 

９ 借用者等に対する指導及び就業状況調査 

（１）借用者等に対する指導 

        畜産協会は、借用者、獣医系大学等関係者に対して事業の趣旨及び契約内

容を十分に理解させるとともに、定期的に報告を求めるほか、必要な際に報

告を求めるものとする。 

（２）就業状況調査 

         畜産協会は、借用者が就業予定先に就業した後、就業予定先に確実に就業

していることを確認するため、定期的に借用者の就業状況の調査を行うほか、

必要な際に就業状況の調査を行うものとする。なお、当該調査は、現地調査

により事前に調査日等を関係者に通告することなく行うものとする。 

 



１０ 報告 

畜産協会は、借用者から契約に基づく修学資金の貸与期間の２分の３の返還免 

除期間満了の確認申請があった場合にはこれを確認し、当該申請者に返還免除期

間満了確認書により通知するとともに、知事に報告するものとする。 

 

１１ 貸与事業実施要領細則の策定 

   畜産協会は、第５の１から９までに掲げる事項及びその他の必要事項に関して

貸与事業実施要領細則を定めるものとし、修学資金の貸与を受ける者に対する修

学資金の貸与に当たっては、当該貸与事業実施要領細則に定めるところにより貸

与契約を締結して行うものとする。なお、貸与事業実施要領細則を定めたときは、

知事に報告するものとする。 

 

第６ その他 

１ 要項第３条の補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、

別表に定める。 

２ 要項第６条及び要項第９条の事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。 

（１）獣医修学生との新たな貸与契約の締結による貸与者数の増加。 

（２）第５の４の（１）（２）の貸与契約の変更による貸与者数の減少。 

（３）事務費他の経費の増減。 

３ 県は、この事業の実施及び実績について必要に応じ、畜産協会に対し調査し、

又は報告を求めることができるものとする。畜産協会は、この事業の実施に当た

っては、この要領に定めるもののほか、必要な事項について知事と協議するもの

とする。 

  

附 則 

 この要領は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年６月１６日から施行する。 

  



別表 

 

補助対象の事業名 事業の内容 補助対象経費 
補助率又は 

補助金額 
補助対象期間 

①熊本県産業動物

獣医師修学資金貸

与事業 

（国庫活用事業） 

 

 

 

 

②熊本県獣医師確

保修学資金貸与事

業(県単事業) 

 

 

 

大学で獣医学を専攻してい

る学生のうち、将来、熊本県

農林水産部職員を含む県内

の診療施設等において産業

動物の診療業務等に従事す

ることを志す学生を対象と

して、修学資金を貸与する。 

 

大学で獣医学を専攻してい

る学生のうち、将来、熊本県

の機関において獣医師の業

務に従事することを志す学

生を対象として、修学資金を

貸与する。 

○借用者に対して貸与する修学資金 

・国公立大学：月額１０万円以内 

・私立大学：月額１２万円以内 

  

 

 

 

 

○借用者に対して貸与する修学資金 

・国公立大学：月額１０万円以内 

・私立大学：月額１２万円以内 

 

○借用者、獣医系大学関係者等に対し、修学

資金事業の普及、連絡調整・指導等に要す

る経費 

賃借料・通信運搬費・消耗品・現地 

指導旅費・印刷製本費・発送配達費・ 

技術指導費 

１／２ 

  

 

 

 

 

   

 

１０／１０ 

 

 

 

定額（毎年度

の熊本県予算

により決定す

る。） 

 

 

毎年度の４月

１日から３月

３１日までと

する。 

 

 

 

毎年度の４月

１日から３月

３１日までと

する。 
 



           別添 

実施要領第５の５の返還金（修学資金及び加算金）の計算方法 

１ 修学資金                  

                第５の１の表右欄に掲げる機関に就業した月数 

修学資金の貸与総額× １－  

                  修学資金を貸与した月数×３÷２ 

 

（注）第５の１の表右欄に掲げる機関に就業した月数は、従事し始めた日の属する

月から、最終の従事日の属する月までとする。 
 

２ 加算金 

（１）貸与契約が解除されたとき。 

   修学資金の貸与時ごとの金額に、貸与をした日の属する月の翌月から、契約が

解除された日又は契約解除の申出のあった日の属する月までの期間につき、年 

１０．９５パーセントの割合で計算した額の総和 

（２）獣医師国家試験の受験資格を取得した日から２年以内に獣医師免許を取得しな

かったとき。 

   修学資金の貸与時ごとの金額に、貸与をした日の属する月の翌月から、獣医師

免許を取得出来なかった旨の届出があった日の属する月までの期間につき、年 

１０．９５パーセントの割合で計算した額の総和 

（３）獣医師免許を取得後１年以内又は第５の８に規定する返還の猶予の限度内に第

５の１の表右欄に掲げる機関に就業しなかったとき。 

   修学資金の貸与時ごとの金額に、貸与をした日の属する月の翌月から、第５の

１の表右欄に掲げる機関に就業していない旨の届出があった日の属する月までの

期間につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した額の総和 

（４）獣医師免許取得後、第５の１の表右欄に掲げる機関に就業した期間が、修学資

金貸与期間の２分の３の期間に満たなかったとき。 

修学資金の貸与時ごとの金額に、貸与をした日の属する月の翌月から、修学資

金の貸与が終了した日の属する月までの期間につき、年１０．９５パーセントの

割合で計算した額の総和に以下の率を乗じて得た金額 

               第５の１の表右欄に掲げる機関に就業した月数 

１－ 

              修学資金を貸与した月数×３÷２ 

注）第５の１の表右欄に掲げる機関に就業した月数は、従事し始めた日の属する

月から、最終の従事日の属する月までとする。 
 

３ 延滞利子 

                     ０．１０９５ 

  延滞利子 ＝ 返還金 ×        × 延滞した日数                                 

３６５ 

（注）延滞した日数は、返還すべき日の翌日から返還までの日とする。 


